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沖縄県立宜野湾高等学校の紹介

・1981年に開校

・全日制課程と通信制課程を併設

・全日制過程は１学年6クラスの

普通科で、3コース設置

情報処理コース：1クラス

スポーツ・健康コース：1クラス

普通コース：4クラス



今回の活動のきっかけと自治体との協働

1.きっかけ
本校には2025年3月まで、沖縄県消費生活センターに出向して

いた教員がおり、今回の講座に向け、消費者庁のご担当者様から

お声がけいただきました。そこから校内で有志を募り、現在9名で

活動しています。

自治体との協働
上記1に関連し、沖縄県と学校所在地の宜野湾市の消費者行政

担当課へ活動予定を相談し、啓発用ポスターの制作に取り組む

ことにしました。



３．活動の目的

４．取り組んだ活動

消費者トラブルは、誰にでも起こりうる可能性があるため、

私たちが作成したポスターを通し、幾つかの詐欺について

正しく知り、学び、被害を防ぐきっかけにしてもらう

ことを目的としています。

（１）ポスター作成(2枚)

（２）パンフレット、新聞、インターネット、テレビ番組等での消費者

トラブルに関する情報収集、宜野湾市主催の市民講座へ参加



記事概要①  2025年12月30日（火）

2025年度のコード決済詐欺の相談が5107件寄せられ、

過去最多を更新

記事概要②  2025年12月29日（月）

2025年1月〜11月末の詐欺被害は28億円超

・SNS型詐欺 268件23億円

・特殊詐欺 223件5.5億円

参考にした地元紙



作成したポスター①





なぜクーリングオフ制度を選んだか

こういった制度があると知ってもらう

ことで、何かあったときの助けになれば

いいと思いました。

クーリングオフ制度とは

契約したあとでも一定期間中なら

契約を無条件で解除できる制度



作成したポスター②



電話詐欺を選んだ理由
「自分は大丈夫」という思い込みが

最大の隙になります。

電話詐欺は他人事ではなく、自分事

として捉え、一人でも多くの方が危機

感を持ち、周囲へ呼びかけるきっかけ

になればと思いました。



メール詐欺を取り上げた理由

身近に経験しやすく、被害が多い。

高齢者だけでなく、

若い世代や家族全体に関係する

↓

多くの方へ向けた

注意喚起になればと思いました！







６．この取り組みを通しての感想

消費者トラブルや詐欺は身近な問題であり、若者も被害者になり得る
ことを学び、「自分は大丈夫」という思い込みを捨て、正しい
知識を身につけ、周囲に伝えることが未然防止につながると感じたほか、
被害時の対応や支援機関についても理解を深め、ポスター・チラシの
作成や見守り活動を通して被害防止に貢献していきたいです。
また、今後もこの活動を続け、多くの方に情報を広めていきたいと思いま
した。


